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大崎市役所岩出山庁舎「トライアル・サウンディング」実施要領
おおさき いわでやま

令和６年３月１５日

大崎市岩出山総合支所地域振興課

１ 実施概要

大崎市では，令和５年５月の大崎市役所新庁舎の供用開始により，岩出山庁舎にあった

行政機能の一部を新庁舎へ集約したことから，その空きスペースの活用策を検討していま

す。

そこで，有効な利活用の可能性を探るために，民間事業者の持つスピード感ある対応と

優れたアイディアやノウハウを募集し，サウンディング型市場調査を兼ねながら，大崎市

岩出山庁舎を一定期間，暫定的に利用してもらう「トライアル・サウンディング」を実施す

るものです。

２ 目的

トライアル・サウンディングを通して次に掲げる項目を調査し，本格利用に向けた募集

条件等を整理します。

①岩出山庁舎の魅力や可能性，課題を把握すること。

②新たな市民サービスの創出を図ること。

③管理運営等に係る新たな財源を見出すこと。

３ 期待される効果

次のような効果が期待できます。

（１）暫定利用者のメリット

①使い勝手，立地，活用に必要な設備及び投資額等，事業の採算性を把握することが

できます。

②暫定利用したアイディアが，ニーズやコンセプト等とマッチしているか確認するこ

とができます。

③本格的な事業展開に比べ，短期間の暫定利用により，リスク負担が少なく利用する

ことができます。

④事前に市の意図や留意事項が確認できるので，公募参加の判断がしやすくなります。

⑤トライアル・サウンディングを通して，意見や考え方を一定程度公募内容に反映さ

せることができます。

（２）市のメリット

①利活用の可能性，市場性を早い段階で確認することで，民間事業者のノウハウやア

イディアを活用した現実的で幅広い事業の検討が可能になります。

②民間事業者の意見や課題等をフィードバックすることによって，官民の違いを確認

し，利活用に向けた潜在性や新たな課題等を発見することができます。



2

③民間事業者の提案により，公共施設の新たな魅力を発見することができます。

④利活用に向けた公募要綱の作成時間の短縮及び公募時の不調リスク低減につながり

ます。

４ 大崎市の概要

５ 対象施設の概要

（１）大崎市役所岩出山庁舎

大崎市
岩出山地域

人口（R6.1.1 現在） 123,776 人 9,439 人

世帯数（R6.1.1 現在） 52,985 世帯 4,054 世帯

面積 796.81 平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 140.7 平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ

財政規模 638.6 億円（R6一般会計予算）

所在地 宮城県大崎市岩出山字船場 21 番地

土地・延床面積 土地 13,811.43 ㎡・建物 4764.0 ㎡

既存建物の概要

構造 ：鉄筋コンクリート造

階数 ：３階

竣工年度：昭和 59年度（1984 年度）

土地建物の権利状況 土地・建物とも大崎市所有

都市計画等による制限

・都市計画区域内

・用途地域：第二種住居地域

・建蔽率：60％，容積率：200％

・防火指定：無（法 22 条指定区域）

・日影規制：10ｍを超える建物（5H/3H）

現況

・庁舎１階の一部を大崎市岩出山総合支所（地域振興課，

市民福祉課）等として使用。市職員３５名在席

・庁舎２階の一部を会議室，書類保管スペース等として使用

・庁舎３階の一部を会議室，書庫等として使用

・庁舎周辺敷地は，来庁者及び職員用の駐車場として使用

（２００台駐車可）

・エレベーター（１～３階）

１基（1.4ⅿ×1.4ⅿ）最大積載 750 ㎏

・庁舎の警備業務を委託（閉庁日，夜間に警備員常駐）

・バリアフリー対応（正面玄関，駐車場，トイレ）

・空調（冷暖房）設備完備。ガス給湯器あり
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（２）暫定利用フロア

大崎市役所岩出山庁舎２階のフロア（薄緑箇所）とし，全面又は

一部フロアのみでも利用できます。

なお，詳細は大崎市役所岩出山庁舎トライアル・サウンディン

グフロア資料のとおり。

・定期的に共用スペースの清掃，ワックス清掃，窓ガラス

清掃実施

アクセス

近隣施設（岩出山庁舎か

らの距離）

・大崎市民病院岩出山分院（１.１㎞）

・あ・ら・伊達な道の駅（８.４km）

・東北縦貫自動車道 古川ＩＣ（８．５㎞）

・ＪＲ岩出山駅（１．２㎞）

・ＪＲ有備館駅（１．５㎞）

・大崎市岩出山保育所（１．０km）

・大崎市立岩出山小学校（１．４㎞）

・大崎市立岩出山中学校（２．１km）

・宮城県岩出山高等学校（１．６km）

・コンビニエンスストア（０．２㎞）

・岩出山郵便局（０．８㎞）

・城山公園（１．６km）

・感覚ミュージアム（１．０㎞）

交通手段 東京から 仙台から

自動車 ５時間１０分

（414 ㎞）

６０分

（59 ㎞）

ＪＲ ２時間３５分

（新幹線～陸羽東線～徒歩）

４５分

（新幹線～陸羽東線～徒歩）

高速バス ６時間４６分

（ＪＲバス～宮城交通）

６０分（直通）

（宮城交通）

フロア№ 面 積 備 考

① ５７．０㎡ 絨毯

② ３６．３㎡ 絨毯

③ １９２．５㎡

床

※全面利用でなく，必要な

面積でも利用できます。

④ ３８．５㎡ 床
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６ スケジュール

７ 応募方法

（１）提出書類

応募者は，次の書類を提出することとします。

①暫定利用調書（様式第１号）

②行政財産使用許可申請書，行政財産使用料減免申請書

③誓約書（様式第２号）

（２）提案書類の提出場所及び提出方法

大崎市岩出山総合支所地域振興課（以下，「事務局」という。）に提出（開庁日の午前

９時から午後５時），又は下記メールアドレスに送信してください。

メールアドレス i-chiiki@city.osaki.miyagi.jp

※メール送信後，送受信漏れを防ぐため事務局に電話（0229-72-1211）をしてくだ

さい。

（３）現地調査及び事前相談

現地調査及び事前相談を希望する場合は，現地調査申込書（様式第３号）または事前

相談申込書（様式第４号）を事務局に提出し，日程調整を行ったうえで実施します。

８ 暫定利用者の資格等

（１）応募者の条件

①提案者は，提案内容の実施ができる能力，資格，技術及び組織を有する法人，ある

いは個人事業主または任意団体とします。

②提案者は，単独またはグループ（複数の企業・団体等の共同体をいいます。）とし，

グループで応募する場合は，参加表明時に構成員を全て明らかにし，各々の役割分

担を明確にすることとします。

（２）応募者の要件

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者で

ないこと。

②提出書類の提出時点で、大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領に基づく指

名停止を受けている者でないこと。

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく更生・再生手続き中の者でないこと。

内 容 日 程

暫定利用事業者募集期間 令和６年３月１５日（金）～令和６年１１月１５日（金）

暫定利用期間 令和６年６月 ３日（月）～令和６年１２月２０日（金）

報告・ヒアリング 暫定期間終了後

公表 令和７年１月下旬予定
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④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団に該当する者でないこと。

⑤市税等を滞納している者でないこと。

⑥法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。

⑦宗教活動または政治活動を主たる目的としている者でないこと。

９ 提案（応募）要件

（１）提案内容

提案内容は，次の全てに該当するものとします。

①岩出山庁舎を利用する市民や利用者のサービス及び利便性の向上など，住民福祉

の向上に資するものであること。

②確実に実施できる提案内容であること。

③暫定利用にあたって市に財政負担を求めるものではないこと。

（２）対象外とする提案内容

①政治的又は宗教的活動に該当するもの。

②青少年に有害な影響を与える物販，サービス等

③騒音，振動又は臭気等により，岩出山総合支所業務及び周辺に悪影響や支障を及ぼ

す恐れのあるもの。

④公序良俗に反するもの

⑤その他，大崎市が本事業の趣旨に照らして不適当と判断するもの。

１０ 提案審査

（１）提案審査

提出書類に基づき，事務局において審査を行います。また，必要に応じてヒアリング

を実施する場合があります。

（２）審査結果の通知

使用許可となった暫定利用者に対し，行政財産使用許可書を交付します。なお，審査

結果に対する意義，質問は受付いたしません。

１１ 事業実施に関する留意事項

（１）暫定利用にあたって

①原則１日以上，３０日以内とします。暫定利用期間経過後の継続使用については，

協議したうえで決定します。

②暫定利用が可能な時間は，午前９時から午後５時までとし，準備，撤収もこの時間

内に行うこととします。また，閉庁日（土日祝，年末年始）は，原則利用できませ

ん。

③暫定利用後は現状復旧することとします。

④暫定利用に伴い発生するリスクは暫定利用する者が負うものとし，暫定利用する
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者が責任を持って事業を遂行することとします。

⑤大崎市ウエブサイト等において，暫定利用の状況を公表することがあります。

⑥提出書類の著作権は申請者に帰属しますが，提出書類は返却しません。

（２）使用料等

①暫定利用に係る施設使用料は原則，免除します。ただし，暫定利用に伴い水道光熱

費等が発生する場合は，相当の負担を徴収します。

②暫定利用に係る全ての経費は，暫定利用者の負担とします。

１２ 暫定利用の開始等

（１）暫定利用の開始

行政財産使用許可書を交付された者は，提出書類に記載した内容に基づいて利用を

開始することができます。

（２）暫定利用の中止

申請内容に反する行為や虚偽の記載があった場合，また災害対応等により利用を中

止せざるを得なくなった場合は，暫定利用を中止します。

１３ 報告・ヒアリング

暫定利用期間終了後，暫定利用者は利用実績等をまとめた報告資料を大崎市に提出し，

大崎市がヒアリングを求めた場合は，これに協力することとします。

１４ その他

この要領に定めるもののほか，トライアル・サウンディングの実施に必要な事項は別

に定めます。

１５ 問い合わせ先
質問等がある場合は下記の連絡先までお問い合わせください。

大崎市岩出山総合支所 地域振興課 地域づくり担当

氏家 伸一，只野 昭

〒989-6492 宮城県大崎市岩出山字船場 21 番地

電話 0229-72-1211 FAX 0229-72-1290

E-mail i-chiiki@city.osaki.miyagi.jp



　

資料
大崎市役所岩出山庁舎　トライアル・サウンディングフロア

１階 ２階 ３階西口

WC WC WC WC

給湯

給湯

EV EV EV

WC
WC WC WCホール

WC WC 24.3㎡ WC
給湯 給湯 給湯

自販機

ホール吹抜け

３階　屋上

68.5㎡

東口

警備員室 ①
57.0㎡

39.0㎡

25.0㎡ 24.4㎡ 38.5㎡ ②
 36.3㎡

71.5㎡

253.0㎡
71.5㎡

66.0㎡

③
192.5㎡ 35.7㎡

143.0㎡

35.7㎡

全面利用で
なく，必要
な面積でも
利用できま
す。

38.5㎡ 28.0㎡

38.5㎡ 49.5㎡

77.0㎡

38.5㎡ ④
38.5㎡

124.2㎡正
面
玄
関

市政情報
コーナー

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

採光窓

63.4.㎡
採光窓

40.0㎡

空
調
室
外
機



（様式第１号）

暫定利用調書

名称
□法人 □個人事業主 □任意団体

代表者名
役職名

氏名

所在地

〒

E-mail

Tel

設立年月日

職員・会員数
合計 名

内訳 事務系 名 技術計 名 その他 名

これまでの

主な事業活動

提案に関する

グループ団体

□無

□有（以下に提案上のグループ団体の名を全て記載）

同一又は類似

事業の実績

□無

□有（以下に自治体名・概要を記載）

暫定利用の名称

暫定利用の内容

※次の内容を可能な限り記載してください

（どのような事業にチャレンジしようとしているのか/どの層をターゲットに

しているのか/主な資器材等/物品を販売する場合はその主要品目/必要な法

令手続き（あれば記載））

暫定利用フロア フロア№

提案事業期間 令和 年 月 日（ ） ～ 令和 年 月 日（ ）

担当者

職 氏名

資格・業務実績等

E-mail

Tel

その他特記事項



（様式第２号）

年 月 日

大崎市長 様

誓 約 書

大崎市役所岩出山庁舎トライアル・サウンディング実施要領「以下「要領」という。」に

基づく申請にあたり，要領その他関係法令等を遵守するとともに，下記に掲げる事項につい

て誓約します。

記

１ 申請に関する提出書類の全ての記載事項は，事実と相違ありません。

２ 万が一，誓約内容に相違があった場合は，本申請に係る行政財産使用許可を取り消さ

れることについて意義を申し立てません。

３ 提案事業の実施により，大崎市又は第三者に与えた損害については，その一切の責任

を負うこととします。

住 所

商号又は名称

代表者氏名

電 話 番 号



（様式第３号）

年 月 日

大崎市長 様

現地調査申込書

大崎市役所岩出山庁舎トライアル・サウンディングの申請を検討するにあたり，次のとお

り現地調査を申し込みます。

１ 調査希望日

第１希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

第２希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

第３希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

２ 調査参加者氏名

所属部署 職 氏名

所属部署 職 氏名

所属部署 職 氏名

利用申請者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

電 話 番 号

担当責任者



（様式第４号）

年 月 日

大崎市長 様

事前相談申込書

大崎市役所岩出山庁舎トライアル・サウンディングの申請を検討するにあたり，次のとお

り事前相談を申し込みます。

１ 相談希望日

第１希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

第２希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

第３希望 年 月 日（ ） ： ～ ：

２ 調査参加者名

所属部署 職 氏名

所属部署 職 氏名

所属部署 職 氏名

※質問がある場合は，事前に本様式と併せて提出してください。（任意様式）

利用申請者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

電 話 番 号

担当責任者



様式第7号(第19条関係)

行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書

年 月 日

大崎市長 様

申 請 人 住 所

氏 名 印

連帯保証人 住 所

氏 名 印

下記のとおり行政財産の使用許可を得たいので必要書類を添えて申請します。

記

1 財産の所在

2 財産の区分

3 面積又は数量

4 使用目的

5 使用期間

6 その他必要な書類

1 個人の場合 住民票写し

印鑑証明書(申請人及び連帯保証人各々1通)

2 法人の場合 登記事項証明書

定款又は寄附行為の写し

印鑑証明書(申請人及び連帯保証人各々1通)

備考：使用期間の新たな申請により，同一の許可内容及び条件(使用料に係る条件を除く。)

で引き続き使用する場合の添付書類は，省略することができる。



様式第8号(第19条，第26条関係)

年 月 日

大崎市長 様

申請人 住 所

氏 名 印

連帯保証人 住 所

氏 名 印

す。

記

1 財産の所在

2 財産の種類

3 面積又は数量

7 その他必要な添付書類

添付書類 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書

備考：使用期間の新たな申請により，同一の許可内容及び条件(使用料に係る条件を除く。)

で引き続き使用する場合の添付書類は，省略することができる。

行政財産使用料

市有財産貸付料
減免申請書

下記のとおり
行政財産使用料

市有財産貸付料
の減免を受けたいので，必要書類を添えてお願いしま

4
使用

借受
目的

5
使用

借受
希望期間

6
使用料

貸付料
減免申請の理由


